
総務省による定期検査 国交省による定期点検

電波法73条、

及び施行規則41条の4

サーキュラー No.3-011

（国空機第1062の1号）

VHF COM 1年ごとの定期検査 対象外

Transponder 1年ごとの定期検査
機器装着後または前回点検後24ヵ

月を超えない期間　※1

DME 1年ごとの定期検査 対象外

ELT 1年ごとの定期検査 対象外

※1

無線機の種類

対空航空検査を受ける際に、サーキュラー No.3-011 に基づく定期点検を実施した合格書類が

必要です。


